
議案第50号 

一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和６年９月３日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 一関市特別職の職員の給与に関する条例（平成17年一関市条例第35号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

１～23 ［略］ １～23 ［略］ 

（給料に関する特例） 

 24 令和６年10月１日から同月31日までの間における市長及び副市長の

給料月額は、第３条の規定にかかわらず、同条に規定する市長又は副

市長の給料月額から、市長にあっては当該額に100分の100を乗じて得

た額を、副市長にあっては当該額に100分の30を乗じて得た額を、そ

れぞれ減じた額とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第51号 

一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和６年９月３日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年一関市条例第45号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ ［略］ 

２ 市長 乳幼児等医療費助成に

関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

３ ［略］ 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ ［略］ 

２ 市長 乳幼児等医療費助成に

関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第52号 

一関市花泉コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市花泉コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和６年９月３日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市花泉コミュニティセンター条例の一部を改正する条例  

 一関市花泉コミュニティセンター条例（平成17年一関市条例第83号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

［略］ 

高倉コミュニティセンター 一関市花泉町永井字薬師沢99番地 

蝦島コミュニティセンター 一関市花泉町油島字日向平57番地１ 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

［略］ 

高倉コミュニティセンター 一関市花泉町永井字薬師沢99番地 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 附 則 

この条例は、令和７年１月１日から施行する。 
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議案第53号 

一関市地域資源活用総合交流促進施設条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市地域資源活用総合交流促進施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和６年９月３日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市地域資源活用総合交流促進施設条例の一部を改正する条例 

一関市地域資源活用総合交流促進施設条例（令和５年一関市条例第23号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、令和６年10月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第54号 

一関市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和６年９月３日提出 

 一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

一関市病院事業の設置等に関する条例（平成23年一関市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （施設の名称、位置及び事業） 

第３条 病院事業を行う施設等の名称、位置及び事業の内容は、次のと

おりとする。 

施設等の名称 位置 事業の内容 

[略] 

ふじさわデイサー

ビスセンター 
[略] 

グループホームや

まばと 

一関市藤沢町藤沢字町

裏56番地 

介護保険法に規定する

認知症対応型老人共同

生活援助事業 

ふじさわ訪問看護

ステーション 
[略] 

[略] 

 （施設の名称、位置及び事業） 

第３条 病院事業を行う施設等の名称、位置及び事業の内容は、次のと

おりとする。 

施設等の名称 位置 事業の内容 

[略] 

ふじさわデイサー

ビスセンター 

[略] 

ふじさわ訪問看護

ステーション 
[略] 

[略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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   附 則 

この条例は、令和６年11月１日から施行する。 


